




【対 象】 令和７年１０月１日以降に1か月児健康診査を受けられる方で

生後１か月頃（生後２８日～４２日未満）の諫早市に住所のある乳児

長崎県内の各医療機関

医療機関に直接予約する

発育状態、疾病等
の確認

赤ちゃんの発育や健康状態を確認する

大切な健診です！受診しましょう！！

【場 所】

【申込方法】

【健診内容】

赤ちゃんの身体測定
（身長・体重・頭囲など）

医師による診察 育児等のお悩み相談

【お問い合わせ】 諫早市すくすく広場 ☎２２-１５００

※既に９月中に1か月児健康診査を受診された方は対象となりませんのでご容赦ください。

【当日持参する物】 1か月児健康診査の受診票と母子健康手帳を持参し受診

～県外で受診された方～

健診費を後日指定の口座に

振り込みます。
詳しくは市ホームページで
確認ください。








